高知県地域猫活動アドバイザー派遣制度実施要領

（目的）
第１条　この要領は、「動物の愛護及び管理に関する法律」（昭和48年法律第105号）及び「高知県動物の愛護及び管理に関する条例」（平成７年高知県条例第４号）の趣旨に基づき、人と動物の調和のとれた共生社会の実現に向けて、地域猫活動に意欲的な市町村に対し「地域猫活動アドバイザー」（以下、「アドバイザー」という。）を派遣し、アドバイザーによる指導や助言を通じて、住民主体の持続可能な地域猫活動とその普及を支援することを目的とする。

（アドバイザーの業務）
[bookmark: _GoBack]第２条　アドバイザーの業務は、地域住民に対する地域猫活動団体の立ち上げ、効果的な地域猫活動の運営に必要な指導・助言や研修会等の講師を行うものとする。

（指導・助言等の回数）
第３条　アドバイザーの派遣回数は、原則1申請あたり２回を限度とする。ただし、これにより難い場合は、別途薬務衛生課長と協議するものとする。

（アドバイザーの設置）
第４条　薬務衛生課長は地域猫活動の実績・知見があり、第１条の目的に照らし合わせて適当と認められる有識者をアドバイザーとして設置する。アドバイザーの設置の期間は、原則として、4月1日からその年度の３月31日までとする。ただし、個別の事情がある場合には、同一年度内において期間を変更することができる。

（アドバイザーへの報償費）
第５条　薬務衛生課長は、アドバイザーの報償費として、1日あたり9,000円の謝金と、県の旅費規程に基づき算定した旅費相当額を併せて支払うものとする。ただし、この金額により難い場合は、別途薬務衛生課長と協議するものとする。

（アドバイザー派遣の申請）
第６条　アドバイザーによる指導・助言等を受けようとする市町村担当主管課長は、指導・助言を受けようとする日の14日前までに別記第１号様式による申請書を薬務衛生課長に提出するものとする。

（派遣の決定及び通知）
第７条　薬務衛生課長は、前条の申請があったときは、アドバイザー派遣の可否を決定し、別記第２号様式により申請者に通知するものとする。

（派遣の変更及び中止）
第８条　市町村担当主管課長は、前条の規定により派遣の決定通知があった事業について、次の各号に掲げる変更をしようとするときは、原則として変更しようとする日の14日前までに、別記第３号様式による変更申請書を薬務衛生課長に提出するものとする。
（１）指導・助言の内容等を変更するとき
（２）指導・助言の回数を変更するとき
（３）指導・助言の活動を中止しようとするとき

（派遣の変更（中止）決定及び通知）
第９条　薬務衛生課長は、前条の申請があったときは、アドバイザー派遣等の変更を決定し、結果を申請者に通知するものとする。

（申請者からの報告）
第10条　申請者は、アドバイザーによる指導・助言等の日から14日以内、又は3月末日（3月末日が閉庁日の場合はその直前の開庁日）のいずれか早い日までに、別記第４号様式により実績報告書を薬務衛生課長に提出するものとする。

（報償費の支払い）
第11条　薬務衛生課長は、前条に規定する報告書を受理したときは、速やかに内容を確認し、適正と判断された場合はアドバイザーに対して報償費を支払うものとする。

（守秘義務）
第12条 アドバイザーは、派遣等により知り得た市町村又は関係団体等に関する情報について、公にされている事項を除き他に漏らしてはならない。

（情報の開示）
第13条 アドバイザー派遣等を受けた団体等について、高知県情報公開条例（平成２年高知県条例第１号）に基づく、開示請求があった場合には、同条例第６条第１項各号に規定する情報以外の情報は、原則として開示する。

（その他）
第14条　この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則
この要領は、令和８年４月１日から施行する。
